
○令和５年度において新たに設置された事業及び前年度の調査対象事業でその後廃止された事業は、次

のとおりである。 
法適用事業  新  規  事  業（５３事業） 

 

蘭越町（北海道） 共和町（北海道） 中富良野町（北海道） 猿払村（北海道） 

幌延町（北海道） 置戸町（北海道） 佐呂間町（北海道） 洞爺湖町（北海道） 

上士幌町（北海道） 中標津町（北海道） 標津町（北海道） 能代市（秋田県） 

上小阿仁村（秋田県） 戸沢村（山形県） 小国町（山形県） 金山町（福島県） 

昭和村（福島県） 中島村（福島県） 平田村（福島県） 芝山町（千葉県） 

檜原村（東京都） 川上村（長野県） 南牧村（長野県） 佐久穂町（長野県） 

阿南町（長野県） 大鹿村（長野県） 大桑村（長野県） 山形村（長野県）    

七宗町（岐阜県） 東白川村（岐阜県） 川根本町（静岡県） 設楽町（愛知県） 

東栄町（愛知県） 豊根村（愛知県） 九度山町（和歌山県） 高野町（和歌山県） 

有田川町（和歌山県） 白浜町（和歌山県） 北山村（和歌山県） 智頭町（鳥取県） 

海士町（島根県） 知夫村（島根県） 新庄村（岡山県） 松野町（愛媛県） 

大豊町（高知県） 土佐町（高知県） 日高村（高知県） 上毛町（福岡県） 

太良町（佐賀県） 和水町（熊本県） 竹田市（大分県） 木城町（宮崎県） 

椎葉村（宮崎県） 
廃  止  事  業（０事業） 

 

 
法非適用事業 新  規  事  業（０事業） 

 
廃  止  事  業（６２事業） 

 

蘭越町（北海道） 共和町（北海道） 中富良野町（北海道） 猿払村（北海道） 

幌延町（北海道） 置戸町（北海道） 佐呂間町（北海道） 洞爺湖町（北海道） 

上士幌町（北海道） 広尾町（北海道） 中標津町（北海道） 標津町（北海道） 

能代市（秋田県） 上小阿仁村（秋田県） 戸沢村（山形県） 小国町（山形県） 

金山町（福島県） 昭和村（福島県） 中島村（福島県） 平田村（福島県） 

草津町（群馬県） 芝山町（千葉県） 檜原村（東京都） 川上村（長野県） 

南牧村（長野県） 佐久穂町（長野県） 阿南町（長野県） 大鹿村（長野県） 

大桑村（長野県） 山形村（長野県） 池田町（長野県） 木島平村（長野県） 

垂井町（岐阜県） 七宗町（岐阜県） 東白川村（岐阜県） 川根本町（静岡県） 

設楽町（愛知県） 東栄町（愛知県） 豊根村（愛知県） 日野町（滋賀県） 

九度山町（和歌山県） 高野町（和歌山県） 有田川町（和歌山県） 白浜町（和歌山県） 

北山村（和歌山県） 智頭町（鳥取県） 三朝町（鳥取県） 海士町（島根県） 

知夫村（島根県） 新庄村（岡山県） 神石高原町（広島県） 松野町（愛媛県） 

大豊町（高知県） 土佐町（高知県） 日高村（高知県） 上毛町（福岡県） 

太良町（佐賀県） 和水町（熊本県） 竹田市（大分県） 木城町（宮崎県） 

椎葉村（宮崎県） 垂水市（鹿児島県） 

 
 新  規  事  業 廃  止  事  業 

法適用事業  ５３ 事業 ０ 事業 

法非適用事業  ０ 事業 ６２ 事業 

合    計 ５３ 事業 ６２ 事業 

 


